
民事行政審議会の答申について

法 務省民事局

1 法務大臣の諮問事項

電子情報処理組織を用いて戸籍事務を処理する制度を導入することについ

て意見を承りたい。

2 審議会の日程

（ 平成 5 年 1 0 月 l 4 日に第 1 回の会議を開催し， 平成 6 年 1 月 3 1 日答申．

この間 4 回にわたり会議を開催した。

3 答申の内容

(1) 電子情報処理組織を用いて戸籍事務を処理する制度の導入について

電子情報処理組織（以下「コンピュ ー タシステム」という。）を用いて

戸籍事務を処理する制度を導入することは， 相当である。

(2) コンピュ ー タシステムにより戸籍事務を処理する方式についての基本構

想について

ア 戸籍事務を全国的に統一 した内容及び方式により処理するため， 市区

（＇＾
町村長は， 法務省が定める統一性確保のための基準に適合したコンピュ

ータシステムを導入するものとする。

イ 戸籍事務のコンピュ ー タシステムは， 市区町村における他の事務に必

要な戸籍情報を提供することができるものとするとともに， 他の事務を

処理するコンピュ ー タシステムからはアクセスできないシステムとする

ものとする。

ウ 戸籍事務を処理するコンピュ ー タシステムにおいては， 自動審査機能

及び自動記録機能を有するものとする。

(3) 戸籍情報の保全及び保護対策について

ア 戸籍情報の改ざんを防止するため． コンピュ ー タシステム自体が不当
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